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ホットライン まちからのお知らせ、生活に関する制度について

振り込む前に
　　　気付くのじゃ！

税務課　課税係　☎ 476-1111（113）税金 税務課からのお知らせ
問

◆住民税の扶養控除についてのお知らせ

　平成24年度適用からの住民税の扶養控除が制度改正によって次のように変わりました。

　①年少扶養控除（１６歳未満の者に対する扶養控除）が廃止されました。
　②特定扶養控除（１６歳以上２３歳未満に対する扶養控除）のうち１６歳以上１９歳未満に対する扶養控除
　の上乗せ部分（１２万円）が廃止されました。

　年齢層による扶養控除のイメージ
　※ピンク色になっている部分が廃止され、その他の部分は、従来どおりです。

16歳未満 16～18歳 19歳～22歳 22歳～69歳 70歳以上
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曽於地区介護保険組合　☎ 471-6545介護 曽於地区介護保険組合からのお知らせ
問

◆平成 23 年度　情報公開・個人情報保護制度運用状況の公表について

情報公開制度
　情報公開制度とは、組合が保有する公文書を住民の皆さんの要求に応じて公開する制度です。このことは、介
護保険行政に対する住民の理解と信頼を深め、住民参加による公正で開かれた介護保険行政の推進に資すること
を目的としています。

個人情報保護制度
　個人情報保護制度とは、個人情報の適正な取り扱いを確保し、誰もが組合の保有する自己情報の開示、訂正及
び利用停止の請求ができる制度です。
　このことは、介護保険行政の適正で円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的にしています。

　平成23年度の情報公開・個人情報保護制度の運用状況を曽於地区介護保険組合情報公開条例及び曽於地区介
護保険組合個人情報保護条例に基づき次のとおり公表します。

内　容 開示請求
決定内容 不服申

立て等全部開示 部分開示 取下げ 不開示 不存在
情報公開 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件
個人情報保護 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

キャッシュカードの暗証番号
を聞かれたり、振込の話が出たら
　　　　　　警察にすぐ相談！

（扶養控除の額）

（年齢層）


